
●令和6年度で入所保留中(待機児童)、申請中、申請予定の方も申込が必要となります。

●認可保育施設と公立幼稚園・認定こども園（１号認定）の併願はできません。

●先着順ではありません。

●郵送での提出の場合（締切日必着）、未着については一切の責任を負いかねますので

　簡易書留など配達記録が残る方法を推奨します。

４月入所申込受付期間および申請場所

受付締め切り前は大変込み合います！オンライン申請にご協力ください。

南風原役場 こども課　〒901-1195 南風原町兼城686 　☎098-889-7028

受付期間  入所希望月ごとに異なります。Ｐ３をご確認ください。

受付時間
【オンライン申請】 各申込期間の最終日　17:15まで

【窓口申請】 各申込期間の平日 8時30分～17時15分

受付場所

【オンライン】

　町民用（ロゴフォーム）

　転入予定者用(マイナポータル)

【窓口申請】 南風原町役場1階 こども課

注意事項

令和 7 年度　南風原町

認可保育施設・認定こども園等入所案内

★入所案内・必要書類等のダウンロードはこちら

　各園の空き状況等もご確認いただけます。
←保育を必要とする

理由を証明する書類
←入所案内
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◇令和７年度からの主な変更点のお知らせ◇

新規保育施設入所に関して、オンライン申請を開始しました。
４月入所申込みフォームは表紙をご覧ください。
５月以降についてはホームページをご確認ください。

令和７年度南風原町保育所入所基準に以下のとおり変更があります。
・基礎指数:就労･就学の指数に対する時間を変更　　※詳しくは２０ページ

きょうだい児が別の本町認可保育施設を利用している場合の転園について在園児保障が適
用されます。　※詳しくは９ページ

入所保留の場合の変更受付締切日が申込受付期間内に変更になりました。

めだか保育園が令和７年３月末で閉園となります。

◆オンライン申請について

◆入所基準について

◆きょうだい児の転園について

◆変更受付期間の一部変更について

◆めだか保育園閉園について
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◇令和7年度　南風原町　入所申込日程表(２・３号認定)◇

令和 7 年 4 月 令和 6 年 10 月 1 日 ～ 令和 6 年 10 月 31 日 1 月中旬

令和 7 年 5 月 令和 6 年 11 月 1 日 ～ 令和 7 年 2 月 28 日 3 月中旬

令和 7 年 6 月 令和 7 年 1 月 6 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日 4 月中旬

令和 7 年 7 月 令和 7 年 2 月 3 日 ～ 令和 7 年 4 月 30 日 5 月中旬

令和 7 年 8 月 令和 7 年 3 月 3 日 ～ 令和 7 年 5 月 30 日 6 月中旬

令和 7 年 9 月 令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 6 月 30 日 7 月中旬

令和 7 年 10 月 令和 7 年 5 月 1 日 ～ 令和 7 年 7 月 31 日 8 月中旬

令和 7 年 11 月 令和 7 年 6 月 2 日 ～ 令和 7 年 8 月 29 日 9 月中旬

令和 7 年 12 月 令和 7 年 7 月 1 日 ～ 令和 7 年 9 月 30 日 10 月中旬

令和 8 年 1 月 令和 7 年 8 月 1 日 ～ 令和 7 年 10 月 31 日 11 月中旬

令和 8 年 2 月

令和 8 年 3 月

◎入所保留の場合、初回のみの通知となります。翌月からは入所可能時のみ電話連絡します。

※ 期限を過ぎての申込みは受付できません。

※ 希望園や申込内容に変更がある場合は、「保育施設申込変更届」を提出してください。

受付期間中である直近の入所希望月分より変更が適用されます。

※ 育児休暇明けの入所の場合は、入所月の翌月１日までの復職が条件となります。

※ 入所前のならし保育期間はありません。

入所後のならし保育については各保育施設へご確認ください。

※ 申込書の有効期間は令和8年3月入所までとなります。

（令和8年４月以降の入所申込はあらためて申込が必要です。）

保育所でのクラス区分は、令和７年４月１日時点の満年齢で決定されます。

クラス区分 生　年　月　日

平成31年４月２日 ～ 令和２年４月１日

令和２年４月２日 ～ 令和３年４月１日

令和３年４月２日 ～ 令和４年４月１日

令和４年４月２日 ～ 令和５年４月１日

令和５年４月２日 ～ 令和６年４月１日

令和６年４月２日 ～ 令和７年４月１日

令和７年４月２日 ～

※出生後満3か月から入所対象となります。

(ももの木保育園・よいサマリヤ人保育園のみ出生後満６か月から入所可能)

５歳児

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

入所希望日

年 9 月 1

１日

１日

１日

１日

１日

令和 7

１日

１日

１日

日

選考結果
発送時期

１日

１日

月下旬
１日

令和 7 日 12年 12 月～
１日

申込受付期間

10
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①

②

①各保育所にて面談

②健康診断書提出　

※ 健康診断の結果、集団保育に適さない場

合や提出書類の虚偽等があった場合は、

内定が取り消されることがあります。

※ 面談等で受入に支障があると判断され、

園において受入ができない場合は内定が

取り消されることがあります。

・世帯構成の変更(結婚、離婚　等)

・保育を必要とする理由の変更(就労→求職　等)

・就労内容の変更
　(勤務先の変更、就労時間の変更　等)

※必要に応じて追加書類を提出いただきます。

◇新規申込み児童の保育所等入所までの流れ（４月入所）◇

令和６年10月１日(火)～10月31日(木)17:15締切り必須

※締切日時以降の申込は５月入所申込としての審査となります

◆入所保留(待機)となった方について

認可保育園・認定こども園等入所申込申請

審査結果通知　令和7年１月中旬予定

入所内定通知書及び支給認定証　送付 入所保留通知書　送付

在園児で転園希望、地域型保育施設の卒園児、若しくは4歳児クラス卒園児で

令和７年度４月より、他の保育施設入所をご希望の方は審査の対象となります。

必要書類が不足している場合は、審査の対象になりませんのでご注意ください。

入所決定通知書

入所　令和７年４月１日

①選考の結果、入所に至らなかった方へ入所保留通知
を郵送します。入所保留通知は初回のみ郵送となりま
す。申込は年度内(令和７年度中)は有効で、毎月選考と
なりますので、改めて書類を提出する必要はありませ
ん。

②５月以降の審査で入所可能となった場合は、こども課
よりお電話にてご連絡します。

③申込を取り下げる場合は、保育所入所申込取下届の
提出をお願いします。

④０～２歳児クラスの非課税世帯、
３～５歳児クラスの保育無償化対象のお子
さんが、認可外保育施設等を利用する場
合、無償化の申請が必要です。詳しくは無
償化のホームページをご覧ください。

※入所内定及び決定した方、入所保留になった
方は下記のような変更事項が発生した場合は14
日以内に必ず届け出が必要です！

入所決定

待 機入所内定
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３～５歳(令和７年4月1日時点) ０～２歳(令和７年4月1日時点)

いいえ はい はい いいえ

認定こども園とは、幼児教育・保育を一体的に行う施設であり、幼稚園と保育所(園)の両方の良さを併せ持った

施設です。

※1　保育施設には入所できませんが、一時預りなどの支援事業があります。

※2　認定を必要としない幼稚園もあります。

　　　また、共働きでも幼稚園での教育を希望される場合は１号認定を受けることになります。

※3　認定こども園(保育)について、南風原町内では開邦幼稚園の2歳児クラスのみです。

◇利用できる施設◇

あなたの認定区分は？　利用できる施設は？

スタート

児童の年齢は？

認定こども園
（保育）※3

対象となる児童の年齢や保育の必要性の有無により、支給認定区分が決まります。さらに、この３つの
認定区分に応じて、利用できる施設等が異なります。

保育を必要とする理由
(就労など)がありますか？

保育を必要とする理由
(就労など)がありますか？

認
定
区
分

利
用
で
き
る

施
設

教育認定
【１号認定】

保育認定
【２号認定】

保育認定
【３号認定】

認定なし
※1

幼稚園
※2

認定こども園
（教育）

認定こども園
（保育）

保育所(園)
地域型保育施設

（小規模園）

教育施設 保育施設
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教
育
施
設

教育を必要とする満３歳から小学校就学前までの児童が受けることができます。

認定こども園の教育(1号認定)をご希望の方は８ページをご覧ください。

※保育施設との併願はできませんのでご注意ください。

●2号・3号認定の場合

保護者が就労、病気等のため、保護者に代わってその児童を保育する児童福祉施設です。

従ってどの家庭の児童も無条件で入所できるわけではなく、日頃「保育する人がいない」と認められる

場合に限られます。

(※)南風原町へ転入予定の方で、南風原町内の保育施設の入所を希望する方は10ページをご覧ください。

ご了承ください。

◇支給認定について◇

教育認定
【1号認定】

なし
保育を必要とせず、
教育を希望する児童

・教育標準時間
・幼稚園
・認定こども園(教育)

保育認定
【2号認定】

・保育標準時間
・保育短時間

・保育所(園)
・認定こども園(保育)

保育認定
【3号認定】

０～２歳
・保育標準時間
・保育短時間

・保育所(園)
・地域型保育施設(小規模園等)
・認定こども園(保育)

●１号認定の場合

保育の必要性の認定は必要ありません。

●支給認定証の交付について
① 町が支給認定申請を受けた場合、３０日以内に認定結果を通知することになっていますが、

･保護者及び児童が南風原町民であること（認定期間中に実際に住んでいること)
・保護者が保育の必要性の認定をうけた、出生後3か月～5歳までの集団保育が可能な児童

審査に時間を要するため、内定通知書又は利用契約決定通知書を送る際に併せて送付いたします。

② 支給認定証は、入所の決定をお知らせするものではありませんので、ご注意ください。

支給認定証は、大切に保管してください。

保育所等・認定こども園の利用を希望するためには、町から利用のための｢支給認定｣を受けていただく
必要があります。
｢支給認定｣については児童の年齢や保育の必要性に応じて次の３つの区分があり、それぞれの区分に
より利用できる施設や時間が決まっています。以下についてご確認ください。

支給認定区分 年齢
保育の
必要性

対象となる児童 教育・保育時間 利用できる施設

３～５歳

あり

保護者の就労や疾病
等の理由により

保育を必要とする児
童

保
育
施
設

対
象
児
童
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◇保育の必要理由・必要書類(2号・3号認定)◇

★ 【 就労証明書 】
①就労 ・就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用主による証明が必要です。

・派遣社員の場合、派遣会社（派遣元）からの証明が必要となります。
・記載内容については、就労先に問い合わせる場合もあります。

・就労期間中 ・就労状況を確認するため、直近３か月分のタイムカードまたは出勤簿の写し
(雇用期間がある 等追加書類を求めることがあります。
場合はその期限 自営業本人、または親族経営の会社で就労の場合は、就労先(会社)の存在
まで) が証明できる書類を添付いただきます。下記の中から1つを提出してください。

■開業届　■税申告書　■営業許可証　■給与明細書　■賃金台帳

■振込口座の通帳(名義と振込のページの写)　■青色事業専従者給与に
関する届出書　■営業に伴う契約書・納品書・請求書・領収証

②妊娠・出産 ● 妊婦健康診査受診票　若しくは　産科医療補償制度 登録証の写し　
・産前2ヶ月～産後3ヶ月 ・妊婦健診受診後に医療機関が記載したもので、出産予定日と医療機関が

確認できるもの。(母子手帳の写しは不可)

③疾病・障がい ★ 【診断書】　若しくは　●障害者手帳等の写し
(病気、怪我や心身の障がい ・障害者手帳等とは『障害者手帳』 『療育手帳』 『精神障害者保健福祉手帳』を
のため保育が困難なとき) 指します。
・診断書等による療養期間中

④介護・看護 ★ 【 看護(介護)状況申立書 】
(同居親族を常時介護、看護 上記申立書に加え、下記の添付書類を提出してください。
しているとき) ■障害者手帳等、または看護・介護を受ける方の診断書(看護介護が必要と明記のもの)
・診断書等による療養期間中 ■障害者手帳をお持ちで福祉サービスをご利用の方は福祉サービス利用計画書

■介護認定を受けている方は介護認定証及びケアプラン

⑤就学 ★ 【就学・訓練状況申告書】
(大学・職業訓練 上記申告書に加え、下記の添付書類等を提出してください。
校等) ■年間カリキュラム■時間割■学生証(または在学証明書)　の写し
・就学期間中 ※ 学校教育法で規定する教育施設のみ

⑥求職 ★ 【 求職活動状況申告書 】 
(求職中または起業準備中) ※Logoform申請の場合は添付不要。マイナポータルの場合は必要。
・3ヶ月以内 ※認定期間内に就労証明書などの提出がないと、退園となる場合があります。

⑦災害
(震災、風水害、火災その他 ● 災害を証明する書類　罹災証明書等
の復旧にあたっているとき)
・必要な期間

⑧育休・みなし育休 ※ 保育必要理由の②妊娠・出産からの移行に限り適用可
(きょうだい児(在園児)の継続 ※ 特別な理由なく育児休業を延長する場合は、在園児は退園となります。
利用が必要なとき) ★ 【 就労証明書 】：育児休業
・育児休業対象児が1歳にな ・育児休業の取得期間が記載された就労証明書
る月末まで ・認可保育施設の新規入所が決まった場合、入所月の翌月1日までに復職、
ただし、育児休業対象児が 復職証明書(復職後記入のもの)を2週間以内に提出が必要となります。
認可保育施設に入所保留と ・復職が確認できない場合、入所決定の取消しまたは退園となります。
なった場合、1歳になる年度 ★ 【育児休業申立書 】 ：みなし育児休業
末まできょうだい児の在園可 (法律上の育児休業制度に該当しない育児のための休業）

※Logoform申請の場合は添付不要。マイナポータルの場合は必要。
※保育理由の②妊娠出産からの移行に限り適用可
・育休中に認可保育施設の新規入所が決まった場合、入所月から他の保育理由
が必要となります。

⑨虐待やDVのおそれが
あり片方の保護者の書類 ● DV証明書（住基ロックしている証明、離婚調停中が分かる書類　等）
取得が困難なとき
・必要な期間

⑩町長が認める上記に
類する場合 こども課へお問合せください。
・必要な期間

・★は南風原町こども課指定書式のものです。南風原町ホームページからもダウンロードすることができます。
※申請児童や世帯の状況により必要となる書類(保育料の算定に必要な書類)もあります。
詳しくはＰ21の提出書類チェックリストを確認ください。

標準

標準

標準

短時間

月64時間
以上120
時間未満

短時間

月120時
間以上

標準

短時間

月120時
間以上

標準

標準

標準

標準

保育を必要とする理由と
認定期間

保育
時間

必要な書類

月64時間
以上120
時間未満

短時間
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●認定こども園や私立幼稚園(新制度幼稚園）へ入園対象児童

　教育を必要とする満３歳から小学校就学前までの児童

　※私立幼稚園の場合は、新制度幼稚園か新制度未移行幼稚園かは園へご確認ください。

　※新制度未移行幼稚園の場合は、下記ＱＲコードから無償化のホームページをご確認ください。

●町内の認定こども園について

南風原町内の認定こども園は｢開邦幼稚園｣のみです。

開邦幼稚園の詳細については別紙の各園概要をご確認ください。

　※入園手続きの詳細については、認定こども園、私立幼稚園へご確認ください。

　園からの入園内定を受けた方については、南風原町こども課へ下記書類を提出いただきます。

　★支給認定申請書(1号認定用)　（※南風原町様式）

　※下記の条件に該当する場合は以下の書類の提出もお願いいたします。

□生活保護受給者 ・被保護証明書　　の写し

南風原町に住所がない保護者のマイナンバーが分かる書類の提示

 □マイナンバーカード　□通知カード　□住民票(マイナンバー入り)　いずれか

●預かり保育について

●食材料費(主食費・副食費)について
食材料費については各施設へ ・1号認定のこども ※ は副食費免除となる範囲

お支払いいただきます。 第3子以降

主食費

副食費については、年収360 主食費

万未満相当世帯のお子さんと、 主食費

第３子以降のお子さんは 主食費

免除対象となります。 主食費

※小学３年生以下をカウント 主食費

します。 主食費

保護者の就労等の理由により教育標準時間の範囲外でお子さんを預けたい場合、預かり保育を利用することができま
す。各施設ごとに実施状況が異なるため、利用方法や料金等は直接各施設にお問い合わせください。

※預かり保育の保育料が無償化対象となる場合があります。無償化認定には保育の必要性の認
定や手続きが必要となりますので、詳しくは無償化のホームページをご確認ください。

◇教育施設（１号認定）の申込み◇

●申込の流れ

●必要書類について

□ひとり親世帯
　(右記いずれかの書類)

・離婚日が記載されている戸籍謄本
・児童扶養手当証書
・母子父子家庭等医療費受給者証　　　　いずれかの写し

□同一世帯に障がい者(児)のいる世帯
　(右記いずれかの書類)

・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・障害基礎年金証書
・特別児童扶養手当障害認定通知書
            または 特別児童扶養手当有期再認定通知書    いずれかの写し

□南風原町に住所がない保護者
　(右記いずれかの書類)

第5階層(年収680万円以上) 主食費＋副食費 主食費＋副食費

ひとり親世帯等 主食費 主食費

その他 主食費 主食費

第4階層(年収680万円未満相当) 主食費＋副食費 主食費＋副食費

階層 第1子 第2子

第2階層
(年収270万円未満相当)

第3階層
(年収360万円未満相当)

第1階層(生活保護世帯) 主食費 主食費

ひとり親世帯等 主食費 主食費

その他 主食費 主食費

④市町村より利用契約

決定通知書を送付

③住んでいる市町村へ

支給認定(１号)申請を

行う

②園より入園内定を

受ける

①園へ直接入園

申込み
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・令和６年１２月３１日（火）までに生まれる可能性がある場合、令和７年４月入所のみ申請可能です。

５月以降の入所は出生後に申込みください。

●窓口での受付

・提出必要書類をご準備ください。(児童の氏名･生年月日･性別･児童の状況については空欄)

・受付申請は仮申請として写しをお預かりし原本はお返し致します。

・令和６年１２月３１日までに生まれた場合は、出生後１４日以内にこども課窓口にお越しいただき、

　児童の氏名・生年月日・性別・児童の状況を記入し、必要書類と共に本申請を行ってください。

●オンラインでの受付

・出生前で申請後、申請完了のメールを保存してください。

・令和６年１２月３１日までに生まれた場合は、出生後１４日以内にこども課窓口にお越しいただき、

　保育施設申込変更届に児童の氏名などを記入し、本申請を行ってください。

きょうだいが同時に申込む場合は、「利用申込書 兼 支給認定申請書」の「きょうだいで申込みの場合」
の欄を確認します。(オンライン申請をされた場合、フォーム内で同様の質問があります。)
●同時に同じ保育施設に入所できる場合のみ利用希望する

同じ保育施設でひとりの児童に内定が出せる状況であっても、もう一方のきょうだいが保留となる場合は、
内定が出せる児童についても保留になります。

●同時であれば、別々の保育施設でも利用希望する

ひとりの児童が申込み月に入所できる施設がない場合、もう一方の児童についても保留となります。

●1人だけでも入所を希望する

留意点：きょうだいどちらかが保育施設等を利用開始した場合、
「入所翌月１日までに復職」・「就労開始」・「求職活動開始」が必要となります。

きょうだい児が別の本町認可保育施設を利用していて、どちらか一方の園へ転園を希望する場合は、

入所審査の結果、転園不可となっても元の園へ戻れる在園児保障が適用されます。

◇出産前の仮申請について◇

（本申請締切日　令和７年１月１５日（水）厳守）

本申請を行わないままでは、審査の対象とはなりませんのでお気をつけください！

入所希望日 仮申請（出産前）申込受付期間 本申請締切日

仮申請を行ったが、令和７年１月１日以降の出生となった場合は、令和７年５月入所以降の審査対
象となります。各入所希望日の申込期限までに再度申込みください。

令和7年4月1日 令和６年１０月１日（火）　～　令和６年１０月３１日（木） 令和７年１月１５日（水）

◇きょうだい同時申込みについて◇

◇きょうだい児別園に対しての転園について◇

－　９　－



入所審査で、利用希望施設の受入可能数を超えているためご案内ができない場合には、提出頂いた
「利用申込書 兼 支給認定申請書」の「希望施設に入所できない場合」の欄を確認します。
（オンライン申請をされた場合は、フォーム内で同様の質問があります。）

●左記希望園に入所できるまで待つ
希望園のみ案内が欲しい場合は選択してください。希望園以外で空きがあっても案内はありません。

●町内全域で調整を希望する(地域型保育施設含む・含まない)

希望園以外の保育施設でも空きがあれば案内がほしい場合は選択してください。
地域型保育施設とは、0～2歳児クラスまで利用ができる施設になります。
※ ３月末で地域型保育施設を卒園する児童が、次年度４月から町内認可保育施設３歳児クラスへの入所を
希望する場合、地域型保育施設卒園児のみで優先的に入所選考を実施し、その後に転園希望を含む
新規入所申込の入所選考を実施します。

入所希望日の申込受付期間内に、７･21ページに記載されている必要書類を添付して、申込みくだ

さい。ただし、入所希望日の前月末日までに南風原町へ転入予定のある方のみの受付となります。

必要書類の提出が出来ない場合は、申込受付ができないことがあります。こども課へご相談ください。

※入所希望日の前月末日までに南風原町へ転入手続きが確認できない場合

・利用調整結果を取消します。

・入所保留になった場合も、入所申込みを取下げたとみなします。

・翌月以降は審査の対象とはなりません。

(例：令和７年４月１日入所の場合は令和７年３月３１日までに転入手続きが必要です。)

※南風原町への転入確認後に入所決定通知を発送いたします。

他市町村の認可保育施設等へ入所することを「広域入所」といいます。
申込み時点での住所地や南風原町への転入予定の有無によって申込み方法が異なりますので
ご確認のうえお手続きください。

●南風原町に住所があって、他市町村の保育施設へ入所希望

入所希望の保育施設のある市町村へ広域入所（申込み可否、提出期限、必要書類、提出先など）
について確認ください。
※南風原町へ提出する場合、受理した後に手続きを行い、入所希望先市町村へ郵送しますので、
希望市町村の提出期限１週間前までに南風原町へ提出してください。

●他市町村に住所があって、南風原町の保育施設へ入所希望

入所希望日の前月末日までに南風原町へ転入の予定がある

南風原町の書式で申込受付期間内に南風原町へ申込みください。
必要書類など7・21ページを確認ください。
南風原町へ転入の予定はない

お住まいの市町村の書式にて、南風原町の申込受付期間内に到着するよう
広域入所としてお住まいの市町村へ申込みください。
※例年４～５歳児クラスに限り園の受け入れに空きがあり、待機児童がいない場合のみ
受け入れております。

◇希望施設に入所できない場合について◇

◇南風原町へ転入予定の方◇
（南風原町内の保育施設の入所を希望する方について）

◇広域入所について◇

－　10　－



（１）決定方法
保育料の算定は、父母等の市町村民税の所得割額の金額の合算により決定される｢階層区分」、
「保育必要量区分（保育標準時間・保育短時間）」、および「きょうだいのカウント」によって決定します。
保育料の目安として１３ページ「南風原町保育料(保育施設０～２歳児)３号用」を参考にしてください。

保育料の切り替え時期（毎年９月が保育料の切替時期となります）

令和７年 令和８年

（２）保育料算定に用いる市町村民税額

保育料算定では、税額控除のうち配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、

寄付金税額控除等の適用を受ける前の「所得割額」を用います。

そのため、市町村民税としての所得割額と、保育料の算定に用いる所得割額が異なる場合があります。

なお、父母（ひとり親世帯の場合、父または母）の収入が生活保護基準に満たない場合で、同居の

祖父母及び親族が当該児童を市町村民税の算定上の扶養控除の対象としている場合は、当該祖父母

及び親族を「家計の主宰者」として、保育料算定に合算します。

※ 算定の結果、保育料が変更になる方へは変更通知書を送付いたします。

※ 保育料は、公簿（課税台帳）により課税状況を確認して決定します。

転入等の場合は、情報提供ネットワークシステムによる情報連携にて確認します。

※ 税の修正申告等により、市町村民税が変更になった場合は、入所月より遡って変更となる場合が

あります。（本年度内のみ）

・

・

・

（３）ひとり親世帯・障がい者(児)のいる世帯・生活保護世帯について

21ページに記載されている「申請児童や世帯の状況により必要となる書類」を確認して提出してください。

保育料の階層区分に変更のある場合は保育料が安くなることがあります。

（４）婚姻歴のないひとり親家庭の寡婦(夫)控除のみなし適用について
申請により、寡婦(夫)控除を受けられた場合に算出される市町村民税額で保育料が決定されます。

その結果、保育料が軽減される場合があります。適用を受けるためには毎年度の申請が必要です。

こども課までお問い合わせください。

対象者…所得税の寡婦(夫)控除の所得要件に該当する世帯

令和６年度市町村民税額
　　　(令和５年１月１日～１２月３１日までの所得)

令和7年度市町村民税額
　　(令和６年１月１日～１２月３１日までの所得)

◇保育施設の保育料について(0～2歳児)3号用◇

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

保護者のうち、扶養に入っている方（配偶者控除適用者等）でも、就労していて収入のある場合には、

必ず事業主から町税務課へ給与報告書の提出またはご自身で申告を行うようにしてください。

市町村民税が未申告の方や、保育料の算定に必要な書類の提出がない場合、最高階層となります。

年度の途中で３歳の誕生日を迎えた場合でも、その年度末まで３歳未満児の保育料となります。

所得で変わる

年齢で変わる

注意事項！！
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（５）きょうだい児入所による保育料の軽減について
多子軽減にかかるきょうだいのカウント方法は、階層区分に応じた範囲内で年齢の高い順に
第１子・第２子・第３子以降は第３子と数えます。
カウントにより、第１子は全額（基本額）、第２子は半額、第３子は無料となる軽減措置があります。

＊年収360万円未満相当の世帯
保護者と生計が同一の子(※１)であれば、年齢、利用している施設・事業に関わらずカウント対象となり、
年齢の高いきょうだいから順に数えます。さらに、ひとり親世帯等、第２階層(市町村民税非課税世帯)
については第２子から無料となります。

(※１) 別居でも生活費を送金している等、税法上の扶養親族となる子(成人含む)は対象となります。
また、生計が同一であることを確認する書類等の提出が必要な場合があります。
毎年度の確認が必要です。該当する世帯はこども課までお問い合わせください。

保育施設（認可外を除く）や公立幼稚園、軽減措置の対象施設(※２)を利用する就学前児童を
カウント対象とし、年齢の高いきょうだいから順に数えます。

◆軽減措置の対象施設(※２)を利用している場合
保育所(園)保育料多子軽減申請書および在園証明書の申請が毎年度必要となります。
該当する世帯は届出の漏れがないよう、ご注意ください。

※企業主導型保育施設以外の認可外保育施設については軽減の対象外です。

（６）支払方法

利用する保育施設により、支払先・支払方法が異なります。

＊ 口座振替の申込みは、お子様お１人につき「口座振替払依頼書」１枚を金融機関へ
　 提出してください。登録が完了するまでは、納付書により保育料をお支払いください。

＊ 納付期限は毎月１５日です。(15日が土・日・祝日の場合は翌平日)

＊ 支払方法にかかわらず、各月の納付期限から一定期間経過しても保育料の納付がないときは、
　 督促状が届きます（督促料として１００円追徴されます）。滞納期間が長くなると延滞料金も
　 追徴されます。

＊ 保育料を滞納しますと、滞納なくお支払している保護者や、入所できずに待機しているご家庭に
　 対する公平性に欠けるため、保育所入所基準表に基づき減点されますのでご注意ください。
　 （入所できなくなる場合があります）

＊ 滞納期間が長くなると、関係法令に基づき、給与・預金・不動産等の財産調査を行い、財産の
　 差押え等の滞納処分を受ける場合もあります。
　 納付相談も行っていますので、お早めにこども課までご連絡ください。

階層区分：第１～第４の２A

階層区分：第４の２B～第８

(※２)対象施設
(子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定されている施設)

届出書の提出

○南風原町立幼稚園　　○認可の保育所(園)　　○認定こども園
○地域型保育施設

不要

○企業主導型保育施設　○私立幼稚園　○特別支援学校幼稚部
○児童心理治療施設　○児童発達支援及び医療型児童発達支援（児童デイ等） 必要

保育施設 支払先 支払方法

原則保護者名義の口座振替

地域型保育施設・認定こども園 保育施設の設置者 各保育施設が定める方法によりお支払ください。

町立保育所・私立保育園 南風原町 （町外の認可保育施設を利用される場合は、こども課へお問
合せください。）
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◎３～５歳児クラスの保育料は無償化に伴い０円となります。

（配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等は適用されません）

第１子 第２子
第３子
以降

第１子 第２子
第３子
以降

第1 0 0 0 0 0 0

第2の1 0 0 0 0 0 0

第2の2 0 0 0 0 0 0

第3の1 9,000 0 0 9,000 0 0

第3の2 18,500 9,250 0 18,100 9,050 0

48,600  円以上

77,101  円未満 9,000 0 0 9,000 0 0

48,600  円以上

57,700  円未満 21,500 10,750 0 21,000 10,500 0

57,700  円以上

67,000  円未満 23,000 11,500 0 22,500 11,250 0

67,000  円以上

77,101  円未満 25,000 12,500 0 24,500 12,250 0

第4の3A 77,101  円以上 87,000  円未満 27,000 13,500 0 26,500 13,250 0

第4の3B 87,000  円以上 97,000  円未満 28,500 14,250 0 28,000 14,000 0

第5A 97,000  円以上 115,000  円未満 31,500 15,750 0 30,800 15,400 0

第5B 115,000  円以上 133,000  円未満 34,000 17,000 0 33,300 16,650 0

第5C 133,000  円以上 151,000  円未満 36,500 18,250 0 35,800 17,900 0

第5D 151,000  円以上 169,000  円未満 39,000 19,500 0 38,300 19,150 0

第6A 169,000  円以上 213,000  円未満 42,000 21,000 0 41,200 20,600 0

第6B 213,000  円以上 257,000  円未満 45,000 22,500 0 44,200 22,100 0

第6C 257,000  円以上 301,000  円未満 48,000 24,000 0 47,200 23,600 0

第7 301,000  円以上 397,000  円未満 53,000 26,500 0 52,200 26,100 0

第8 397,000  円以上 63,000 31,500 0 62,100 31,050 0

※ は副食費免除となる範囲

　●ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯及び障がい者(児)のいる世帯を指します。

　●各月初日の入所児童の属する世帯区分での階層になります。月途中での変更はありません。

　●２歳児の児童が年度途中に３歳となった場合でも、当該年度末までは２歳児の保育料となります。

　●保育料減免申請について  長期間連続で欠席（最長３カ月）する場合はこども課へご連絡ください。

◇食材料費（主食費・副食費）について(２号用)◇
●０～２歳児クラスについては保育料に含まれています。

●３～５歳児クラスの保育料は発生しませんが、食材料費(主食費・副食費)は引き続き保護者負担となり、

　各保育施設へお支払いいただきます。（公立の宮平保育所分は町が徴収）

●副食費の免除について・・・

年収360万未満相当世帯のお子さんと、第3子以降のお子さんは免除対象となります。

※対象施設に通っている未就学児以下をカウントします。　対象者については町から通知いたします。

◇南風原町保育料(保育施設０～２歳児)３号用◇

　保育施設等の保育料は、保護者(父母またはそのお子さんを扶養している祖父母や同居の親族など)の所得に
応じて決まる『市町村民税の所得割』の金額の合算によって決定しています。

保育標準時間 保育短時間

階層区分
階層区分の詳細

市町村民税の所得割額

生活保護世帯等

ひとり親世帯等

第２の１以外の世帯

ひとり親世帯等

第３の１以外の世帯

第1階層を除き
市町村民税
非課税世帯

48,600  円未満

第4の1 ひとり親世帯等

第4の2A

第４の１以外の世帯第4の2B

第4の2C
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　教育・保育認定を行う際、同時に保育必要量の認定を行います。保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や

就労時間等により、【保育標準時間(最長１１時間)】と【保育短時間(最長８時間)】の２種類に分けられます。　

（１）教育・保育利用時間と保育施設入所・認定要件 （利用時間は、各園により異なります）

教育施設(1号認定) 朝からお昼過ぎまで

● 就労時間

● 就学時間 ７：００　～　１８：００

● 妊娠・出産（産前２か月から産後３か月まで） 【上記時間内で１日あたり最長 １１ 時間】

● 疾病・障がい ※

● 介護・看護

● 災害復旧

● 就労時間 ８：００　～　１６：００

● 就学時間 または 【1日あたり最長 ８ 時間】

● 育児休業 ９：００　～　１７：００

● 求職活動　または　みなし育休

※通勤時間等によって保育短時間では送迎が難しい場合等は個別で相談に応じますので、こども課までご相談ください。

★利用時間の例★

 8:00  16:00  17:00  18:00     19:00

（２）保育利用時間変更申請について

保育利用時間の変更（切替）については、原則　月単位　となります。

※ 月途中での保育利用時間の変更はできません。

※ 月途中で保育利用時間を延長したい場合は、延長保育を利用していただくことになります。

※ 延長保育を利用する場合、延長保育利用料がかかります。ご利用の際は各保育施設へご確認ください。

保育利用時間変更申請方法

保育利用時間を変更したい月の前月末までに、こども課へ就労証明書等の証明書類を提出してください。

利用時間変更が必要と認定された場合は、申請の翌月から保育利用時間が変更となります。

証明書類が月末までに間に合わない場合

理由書等の提出により保育利用時間の変更を申請することができます。
（ただし、理由書等で変更申請してから２週間以内に証明書類を提出する必要があります。）

　例：新しく就労先が決まっているが就労開始以降でないと就労証明書が発行されない等

※延長保育を利用する場合、別途延長保育利用料がかかります。

7:00  9:00

◇利用できる時間（保育必要量）について◇

教育／保育の必要量 保育施設入所・認定要件 保育を利用できる時間

教育標準時間

　保育短時間
延長
保育

８時間
（利用可能な時間）

延長保育

　保育標準時間
１１時間

（利用可能な時間）
延長
保育

延長保育

延長保育

保育標準時間

月１２０時間以上

宮平保育所、よいサマリヤ人保育園は
７：３０～１８：３０

保育短時間

月６４時間以上
月１２０時間未満

※その他利用時間帯については園と調整
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令和6年9月時点

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

001 6 6 12 16 20 60 － ○ ○ 月～土

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

002 24 30 30 34 139 ○ ○ － 月～土

003 18 18 18 16 15 15 100 ○ ○ ○ 月～土

004 20 24 24 30 22 20 140 ○ ○ ○ 月～土

005 24 24 24 24 24 120 － ○ － 月～土

006 16 28 28 28 20 16 136 ○ ○ － 月～土

007 30 34 34 34 24 24 180 ○ ○ － 月～土

008 24 30 30 33 33 150 － ○ － 月～土

009 15 22 24 23 23 13 120 ○ ○ － 月～土

010 18 24 26 26 26 120 － ○ ○ 月～土

011 16 22 22 22 19 19 120 ○ ○ － 月～土

012 12 18 18 18 18 13 97 ○ ○ － 月～土

014 9 12 12 14 13 60 － ○ － 月～土

015 18 18 24 24 23 107 － ○ － 月～土

016 9 9 12 15 15 60 － ○ － 月～土

018 12 15 15 15 15 18 90 ○ ○ － 月～土

019 12 12 12 18 18 18 90 ○ ○ － 月～土

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

031 0 4 6 10 事業所内 － ○ 月～土

033 6 6 7 19 小規模 － ○ 月～土

034 6 6 7 19 小規模 － ○ 月～土

035 6 6 7 19 小規模 ○ － 月～土

036 6 6 7 19 小規模 － ○ 月～土

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

1号
(教育)

30 30 30 90 － － 月～金

2号
3号

(保育)
18 20 20 20 78 － － 月～土

園
番号

保育所（園）名 所在地 電話番号 ５歳児

園
番号

保育所（園）名 所在地 電話番号 ５歳児

※定員について変動する可能性があります。※一時預かりについては、状況により実施していない場合もございます。

7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

延長保育を
行う時間帯

7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

定員

041 　開邦幼稚園 　宮城428-1 ８８９－５６１９ ○

園
番号

保育所（園）名 所在地 電話番号 ５歳児

園
番号

９９６－３７１７

　ぱすてる保育園 つかざん園 　津嘉山1351 ８５１－４４３０

　ひまわり保育園 　本部421-29 ８８９－１７７７

   地域型保育施設

発達
支援
児

一時
預り※

開所曜日
通常保育を
行う時間帯

　私立認定こども園

定員

教育時間
7:00～13:00
預かり保育

13:00～18:00

18:00～19:00

　くわの実保育園 　山川368-1 ８５１－８９０４ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　たいようのおか保育園 　津嘉山113-1

　よいサマリヤ人保育園 　新川460 ８８９－１３３９
7:３0 ～ 18:30

(土曜)
8:00～18:00

18:30 ～ 19:30

保育所（園）名 所在地 電話番号 種類
発達
支援
児

一時
預り※

開所曜日
通常保育を
行う時間帯

延長保育を
行う時間帯

　明星保育園 　津嘉山108 ９９６－１９５８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　よなは第２保育園 　宮城321-3 ８５１－４７０８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　やまがわ保育園 　山川347 ９９６－４１８８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　南風原やまびこ保育園 　宮平496-9 ８８９－１５３６ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　よなは保育園 　与那覇153-2 ８８９－６９４９ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　ももの木保育園 　本部178-6 ８５１－４９０８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
(月～金のみ)

　てぃだ保育園 　宮平607-1 ８８８－１９４５ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　なのはな保育園 　宮城52-1 ８８８－０２９６ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　はえばる保育園 　津嘉山1208-1 ８８９－４２５９ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　マイフレンズ保育園 　宮平375 ８８８－２８６２ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　みつわ保育園 　喜屋武416-2 ８８９－０７６７ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　さんご保育園 　本部434-44 ８８９－１７６８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　南風原はなぞの保育園 　大名156-4 ８８９－３４２５ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　若夏保育園 　津嘉山1667-9 ８８２－７８００ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

定員

　津嘉山保育園 　津嘉山105 ８８９－１３３６ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

　かねぐすく保育園 　新川160 ８８９－４３７８ 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

開所曜日
通常保育を
行う時間帯

延長保育を
行う時間帯

発達
支援
児

一時
預り

21

◇認可保育施設情報一覧表（保育所(園) 地域型保育・認定こども園）◇

　町立保育所
定員

　宮平保育所 　宮平9 ８８９－３９２０ 7:30 ～ 18:30 実施なし

   私立保育園

延長保育を
行う時間帯

開所曜日
通常保育を
行う時間帯

発達
支援
児

一時
預り※
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認可保育施設一覧表

001 60 － ○ ○

002 160 ○ ○ －

003 100 ○ ○ ○

004 140 ○ ○ ○

005 120 － ○ －

006 136 ○ ○ －

007 180 ○ ○ －

008 150 － ○ －

009 120 ○ ○ －

010 120 － ○ ○

011 120 ○ ○ －

012 97 ○ ○ －

014 60 － ○ －

015 107 － ○ －

016 60 － ○ －

018 90 ○ ○ －

019 90 ○ ○ －

031 10 事業所内 － ○

033 19 小規模 － ○

034 19 小規模 － ○

035 19 小規模 ○ －

036 19 小規模 － ○

041 168 ○ － －


※ももの木保育園、よいサマリヤ人保育園については、出生後満6か月から入所可能です。

町立 　宮平保育所 ８８９－３９２０ 　宮平9

　津嘉山保育園 ８８９－１３３６ 　津嘉山105

　かねぐすく保育園 ８８９－４３７８ 　新川160

　南風原はなぞの保育園 ８８９－３４２５ 　大名156-4

　若夏保育園 ８８２－７８００ 　津嘉山1667-9

　みつわ保育園 ８８９－０７６７ 　喜屋武416-2

　さんご保育園 ８８９－１７６８ 　本部434-44

　はえばる保育園 ８８９－４２５９ 　津嘉山1208-1

　マイフレンズ保育園 ８８８－２８６２ 　宮平375

　てぃだ保育園 ８８８－１９４５ 　宮平607-1

　なのはな保育園 ８８８－０２９６ 　宮城52-1

　よなは保育園 ８８９－６９４９ 　与那覇153-2

　ももの木保育園 ８５１－４９０８ 　本部178-6

　やまがわ保育園 ９９６－４１８８ 　山川347

　南風原やまびこ保育園 ８８９－１５３６ 　宮平496-9

　明星保育園 ９９６－１９５８ 　津嘉山108

　よなは第２保育園 ８５１－４７０８ 　宮城321-3

　よいサマリヤ人保育園 ８８９－１３３９ 　新川460

　くわの実保育園 ８５１－８９０４ 　山川368-1

　たいようのおか保育園 ９９６－３７１７ 　津嘉山113-1

南風原町こども課

　ぱすてる保育園 つかざん園 ８５１－４４３０ 　津嘉山1351

　ひまわり保育園 ８８９－１７７７ 　本部421-29

ＴＥＬ　(０９８)　８８９－７０２８

園
番号 保育所（園）名 定員 電話番号 所在地 ５歳児 発達支援児 一時保育

地域型保育施設

私立保育園

私立
認定こども園 　開邦幼稚園 ８８９－５６１９ 　宮城428-1

なのはな保育園

宮平保育所

みつわ保育園

津嘉山保育園

若夏保育園

はえばる保育園

さんご保育園

てぃだ保育園

かねぐすく保育園

マイフレンズ保育園

南風原はなぞの保育園

宮平

兼城

（R6.9月時点）

よいサマリヤ人保育園

よなは保育園

くわの実保育園

ももの木保育園

やまがわ保育園

たいようのおか保育園
（小規模）

（小規模）

（事業所内）

南風原やまびこ保育園

開邦幼稚園

ぱすてる保育園
つかざん園（小規模）

（認定こども園）

明星保育園

よなは第2保育園

ひまわり保育園
（小規模）

認可保育所（園）及び地域型保育施設・認定こども園 位置図
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※空き状況の確認・入所申込等は施設へ問い合わせ下さい。

施設名称 所在地 電話番号 備考

ゆかぜ保育園
<企業主導型保育事業施設>

与那覇１１３－１ ９６０－６３６０ 指導監督基準証明書有

みらい保育園　つかざん園
<企業主導型保育事業施設>

津嘉山１２１５番地２ ８９４－６３６２ 指導監督基準証明書有

キラキラすまいる保育園つかざん園
<企業主導型保育事業施設>

津嘉山５７４－２ ９９６－３１８６ 指導監督基準証明書有

いろいろ保育園
<企業主導型保育事業施設>

兼城６３６-１０ ２F ９９６－３８０２ 指導監督基準証明書有

ちゅらうみ保育園
〈企業主導型保育事業施設〉

兼城６０２番地 ９９６－１５２６ 指導監督基準証明書有

みなみのこ保育園
<事業所内保育施設>

新川１１８番地－１ ８８９－７８６１
従業員枠のみ、地域枠なし
指導監督基準証明書有

イオンゆめみらい保育園はえばる
<企業主導型保育事業施設>

宮平２６４ ８８８－０１２７
従業員枠のみ、地域枠なし
指導監督基準証明書有

企業主導型保育施設や事業所内保育施設は、自社等の従業員が利用する「従業員枠」と地域の住民等が利用できる「地域枠」があります。

内容は予告なく変更される場合があります

認可外保育施設位置図

宮平

兼城

みらい保育園 つかざん園

ゆかぜ保育園

キラキラすまいる保育園

つかざん園

いろいろ保育園

ちゅらうみ保育園

みなみのこ保育園

地域枠なし

イオンゆめみらい

保育園はえばる

地域枠なし

地域の保育施設がマップで

確認できます
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●利用料：無料 ●お問い合わせ先：各実施保育施設

●援助の内容

・保育施設等の保育開始時間までの子どもを預かること 　６００円～ / １時間

・保育施設等の保育終了後に子どもを預かること ● お問い合わせ先

・保育施設等までの子どもの送迎を行うこと 　町社会福祉協議会　☎８８９－３２１３

・冠婚葬祭又は行事等の時に子どもを預かることなど

●対象年齢：南風原町にお住まいの生後６ヶ月から小学生まで

●利用料： １日1,500円 （食費込み）  
　　　　　 半日1,000円 （食費込み）

● お問い合わせ先
わんぱくクリニック（字津嘉山1490番地）☎８８８－１２３４

◇子ども・子育て支援事業等について◇
　（１）延長保育

　（２）発達支援児保育

　（３）一時保育

　（４）その他南風原町が実施する事業について

つぼみの広場(よなは第2保育園 2階) ９：３０～正午、　１３：００～１５：００(日・祝祭日は休み)

　　①地域子育て支援拠点事業

地域の保育施設を利用して、情報交換や相談を行うと共に自由に遊ぶことで親子の交流を図ります。

実施場所    実施時間  

ふくぎの家 (宮平保育所) ９：３０～正午、　１３：００～１５：００、土曜日は午前中のみ(日・祝祭日は休み)

南風原町では、お子様の急な発熱等で保育園を休まないといけない場合、就労のため保育が困難な方などを対象に、
津嘉山のわんぱくクリニックにて一時的な保育看護を行っています。希望者は事前に登録が必要ですので、こども課また
はわんぱくクリニックまで申請してください。

※無償化対象者については利用料金が償還されます。
　詳しくはこちらをご確認ください。

　　③病児保育事業

　就労等のやむを得ない理由で、保育時間（※保育標準時間は１１時間、保育短時間は８時間）内でのお迎
えが出来ない保護者に対し、延長保育を実施しています。延長保育を利用する場合は別途延長保育料が必
要になります。各保育施設により料金及び実施時間が異なりますので、ご利用の際は各保育施設へご確認く
ださい。

　心身に障がいがある、または健康面・発達面において特別の支援が必要と認められるお子様に対し、加配保育
士を配置し、集団の中で適切な保育を行うことで、社会性の成長・発達を促すことを目的としています。発達支援
児保育の認定は、別途審査会議により行われますが、認定されたことにより必ず入所できる訳ではありませんので
ご了承ください。入所した後は有識者による巡回指導等があります。

　保護者の疾病、入院等により一時的に保育を必要とする乳幼児を、預けることができます。利用申込や料
金等については、希望する各保育施設にご確認ください。
※各保育施設の状況によっては実施していない場合もあります。

　ファミリーサポートは、子育てのお手伝いを必要としている人（おねがい会員）と子育てのお手伝いをしたい人（サポート
会員）とを結びつける会員制の相互援助活動です。センターでは相互援助活動に関するコーディネート、アドバイス等を
行います。

町内認可保育園（自主事業） 実施曜日、時間等確認の上ご利用ください。

R６.７月状況

　　②ファミリーサポートセンター事業

●利用料

たんぽぽ広場（津嘉山保育園） ９：３０～正午、　１３：３０～１6：００（土・日・祝祭日は休み）

がじゅまる広場（かねぐすく保育園内） ８：３０～１３：３０（土・日・祝祭日は休み）
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確認及び同意項目

令和7年度南風原町支給認定申請・入所案内を熟読し、内容を確認しました。

希望した保育施設を辞退した場合は年度内の優先度が下がる場合があります。
※申請書の、希望施設に入所できない場合『町内全域で調整を希望する』を選択した方はご注意ください。

職員が関係機関において、住民基本台帳等を閲覧し、居住要件、世帯状況等について確認すること。

届出内容について、保育の運営上必要と認められる情報を保育施設と共有すること。

申込内容に虚偽があった場合は、入所内定及び決定を取り消します。

3歳児クラス以上の者については食材料費(主食費・副食費)が園徴収となります。

職員が保育料を決定するために、関係機関で所得状況及び課税状況を確認すること。

保育料算定に必要な特定個人情報(課税情報)を他市町村へ照会する場合があります。

職員が必要に応じて職場や家庭・関係機関等に電話及び直接訪問・照会を行い、保育できない状況を確認すること。

公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合において、情報を提供すること。

支給認定に必要な市町村民税の情報（同一世帯を含む）及び世帯情報を閲覧します。また、その情報に基づき決定した利用者
負担額について、特定教育・保育施設等に対して提示します。

保育施設入所申込後、世帯構成（結婚、離婚、祖父母などと同居となった等）、申込理由（就労、病気等）、勤務先や就労状況な
どに変更があった場合には、14日以内に必要書類を提出してください。世帯状況が確認出来ない場合、入所内定の取り消しまた
は退所となる場合があります。

保育必要理由は毎月1日認定です。内容に変更がある場合は証明書類を提出いただいた翌月1日からの認定変更となります。

復職後2週間以内に復職証明書が必要となります。提出できない場合は、入所決定の取り消しまたは退所となることがあります。

みなし育休については、新規入所の場合他の保育要件が必要となります。(要件がない場合は求職へと切り替わります。)

◆転入予定でお申込の方はこちらもチェックしてください

入所希望月の前月末日までに転入手続きが完了しないときは、申込を取下げたとみなします。

◇入所申込の際に同意していただきました同意事項です。

保育料は、納付期限までに必ず納付すること。また、口座残高不足や納め忘れなどにより保育料が未納となった場合は、速やか
に納付すること。滞納のある世帯は、入所審査で減点の対象になります。

入所保留となった場合は、支給認定はなされていますが、支給認定証は交付したこととみなし送付いたしません。必要な場合は
受け取ることもできます。

マイナンバー（個人番号）確認の必要がある場合は、地方公共団体情報システム機構または住民基本台帳より個人番号を確認し
ます。個人番号の確認ができない場合、追加書類を求めることがあります。

◆育休中の方はこちらもチェックしてください

入所後、入所月の翌月１日までに復帰が必要です。職場復帰できない場合は退所となります。

保育料算定に必要な課税情報の確認が取れない場合は、最高階層での保育料決定となります。

保護者の収入が生活保護の基準を下回る場合は、同居親族も保育料算定の対象となる場合があります。

各月初日に保育施設に在籍した場合は、1ヶ月分の保育料全額が発生します。

保育施設を児童の入院等で長期間連続で欠席(最長3か月まで)する場合等はこども課へ連絡すること。

税額の修正や世帯状況の変更による保育料変更申請は、申請日の属する年度内のみとなります。

入所の意思がなくなった場合は、申込取下届を提出してください。
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◇令和７年度南風原町認可保育施設入所基準表◇

１０点 月１７０時間以上 ９点 月１５５時間以上１７０時間未満

８点 月１３５時間以上１５５時間未満 ７点 月１００時間以上１３５時間未満

６点 月８０時間以上１００時間未満 ５点 月６４時間以上８０時間未満

+1点 父又は母が単身赴任（赴任先が県外・離島の場合で、赴任先への住所異動が確認できる場合）

入院 １０点 A １ヶ月以上 ９点 B １ヶ月未満

自宅療養 １０点 A 常時病床、精神疾患・感染症 ８点 B 常時安静

１０点 A 週５日以上 ９点 B 週４日

６点 Ｃ 上記以外

１０点 A 身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級、療育手帳Ａの交付を受けており、保育が常時困難となる場合

８点 B 身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳２・３級、療育手帳Ｂの交付を受けており、保育が著しく困難となる場合

６点 C 身体障害者手帳４級の交付を受けていて、保育が困難な場合

５点 D 上記以外

１０点 Ａ 身体障害者手帳１・２級、要介護度４以上または、これらに相当する方を週５日以上居宅介護する場合

８点 Ｂ 身体障害者手帳１～４級、要介護度２以上または、これらに相当する方を週４日以上居宅介護する場合

５点 Ｃ 上記以外（送迎・入院付添含む）

妊娠・出産 １０点 産前２か月・産後３か月

求職 ４点 求職活動の為に外出を必要とする場合（起業準備中を含む）

災害 １０点 火災・風水害等で家屋が失われ復旧にあたっている場合

ひとり親世帯 １２点 祖父母同居世帯 １４点 単独世帯

生活保護世帯 ４点 生活保護受給世帯

発達支援児童の申込 ３点 発達支援児童の申込（きょうだい児は含まない）

１点 きょうだいのいる保育所に申込をする場合

１点 多子世帯（就学前児童が３人以上いる世帯）

１点 申込児童が多胎児の場合

保育料未納世帯 △８点 入所希望月の３か月前（４月入所は１１月分）を基準とし、保育料に未納がある世帯

５点 在園施設への申込（きょうだい児は含まない）

２点 保育士または幼稚園教諭の子ども（保護者が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所で保育士

または幼稚園教諭として月１５５時間未満勤務している、または勤務予定の場合に限る）

５点 保育士または幼稚園教諭の子ども（保護者が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所で保育士

または幼稚園教諭として月１５５時間以上勤務、または勤務予定の場合に限る）

△１点 転入予定者として入所申込をしている世帯

△１０点 申込書類等に虚偽があった場合

1５点 児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合（虐待・DV、またはそのおそれがある場合含む）

【同一指数の場合の優先順位】
　　項　　目 優先順位 　　項　　目

町内在住の者 ② 当該保育所にきょうだいがすでに在所している者

きょうだい同時に入所できる場合 ④ ひとり親世帯

⑥ 基礎指数の高い世帯

⑧ 保育料の滞納がない世帯

年度内に入所案内を辞退した事がない者

上記でも順位が決定しない場合、(1)から順番に優先とする。（父母どちらか優先順位が高い番号を選定し、優劣を判断する）

(1)災害 (2)傷病 (3)就労(育児休業明け含む） (4)出産 (5)介護

(6)就学 (7)就労内定者 (8)就学予定者 (9)求職

入所希望月において町内在住日数の長い者（父母等の保育料算定対象者の町内在住日数のうち、長い方を世帯の期間とする。）

入所希望前年度の所得の低い世帯（父母等の保育料算定対象者の合算）

◇入所審査について◇
入所申込受付期間に提出された書類等をもとに審査を行います。

①保護者ごとに保育を必要とする事由に応じた「基礎指数」をつけます。

②条件に該当する場合は｢調整指数｣をつけます。

③「基礎指数」と「調整指数」を合算し、合計指数を算出します。

④各施設の受入可能数に応じて合計指数の高い方から順に入所案内を行います。
・同じ合計指数の方が複数名いる場合、「同一指数の場合の優先順位」の項目に基づき優先順位を決めます。

※　申込時と入所時の就労時間が特別な理由なく短くなる場合（退職含む）は、再審査となり保育の入所決定または内定の取消し、
若しくは退所となる事があります。

※ ３月末で地域型保育施設を卒園する児童が、次年度４月から町内認可保育施設３歳児クラスへの入所を希望する場合、
地域型保育施設卒園児のみで優先的に入所選考を実施し、その後に転園希望を含む新規入所申込の入所選考を実施します。

⑨

⑪

⑫

⑩

優先順位

①

③

⑤

指数 詳　細 指数 詳　細

⑦
審査時点において3か月以上待機の状態にある場合
（例：4月入所審査の場合、前年度12月時点で待機の状態）

保護者が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所で
保育士または幼稚園教諭として勤務している

基
礎
指
数

調
整
指
数

その他

就労・就学

通院

心身障害者

介護

きょうだい児の申込

保育を必要と
する事由等
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必要書類がそろっているか、記入もれや内容に誤りがないことをご確認の上、提出してください。

書類に不備、記入もれ、不足、期限までに提出がない場合は、審査の対象となりませんので、ご注意ください。

（提出した書類は返却できませんので、必要な方はコピー等をとって保管することをおすすめします。）

　□　利用申込書兼支給認定申請書・裏面同意書（児童1人につき1枚必要です）※オンラインの場合不要

↑育児休業給付を受給中の方は、この利用申込書を提出前にコピーをとり控えとして保管してください。

◆保育を必要とする理由を証明する書類（ふたり親の場合は、児童の父の書類１部・母の書類１部が必要です）

※各種証明書は申請日より３か月以内に証明されたものをご提出ください。

・ ・ （ ）

⇒雇用形態が ○自営業本人　○専従

○親族経営の会社に勤務している方

・ ・ （ ）

・ ・ （ ）

・ ・ （ ）

・ ・ （ ）

・ ・ （ ）

◆下記の条件に該当する世帯の場合はそれぞれ必要書類を提出してください

※保育料の算定に必要な書類等

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　就労証明書 父 母

　□　診断書・障害者手帳等 父 母

　□　介護（看護）状況申立書(添付書類必要) 父 母

　□　就学・訓練状況申告書(添付書類必要) 父 母

　□　求職活動状況申告書 父 母

●被保護証明書　　の写し

　□　その他（添付書類等） 父 母

提出が必要となる条件 必要書類

南風原町　こども課　☎０９８－８８９－７０２８

提出書類チェックリスト

添付書類が必要になります。しおりの７Pをご確認ください。

　□　・妊婦健康診査受診票

　　　 ・産科医療補償制度申込み　いずれかの写し
母

発達支援児保育を希望する場合(加配保育)
●こどもの特性と加配が必要、集団保育が可能と明記されている

診断書、または意見書

転入予定の方

①転入誓約書(必須）

②転入先の賃貸借契約書等の写し

　　(書類が整い次第提出してください）

南風原町に住所がない保護者
南風原町に住所がない保護者のマイナンバーが分かる書類の提示

　□マイナンバーカード　□通知カード　□住民票　　いずれか

ひとり親世帯

●離婚日が記載されている戸籍謄本

●児童扶養手当証書

●母子父子家庭等医療費受給者証　いずれかの写し

同一世帯に障がい者（児）のいる世帯

●身体障害者手帳　　●精神障害者保健福祉手帳

●障害基礎年金証書　　●療育手帳

●特別児童扶養手当障害認定通知書

    または 特別児童扶養手当有期再認定通知書  いずれかの写し

生活保護を受給している世帯

保育施設等の入所申込後、世帯構成（結婚、離婚、祖父母などと同居と

なった等）、申込理由（就労、病気等）、勤務先や就労状況などに変更が

あった場合には、変更があった日から１４日以内に必要書類を提出してくだ
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